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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出したことに伴い、平成23年6月16日付をもって提出した有価証券届出書

（平成23年9月5日付提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といい

ます。）の記載事項に変更がありますので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するもので

あります。

 

 

２【訂正の内容】

　　原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部　　は訂正部分を示します。なお、図もしくは表が含まれる部分については、下線を省略す

る場合があります。

 

 

第一部【証券情報】
（８）【申込取扱場所】

＜訂正前＞

販売会社において申込みの取扱いを行います。販売会社については、「(12) その他」に記載の

＜照会先＞へお問い合わせください。

※販売会社と販売会社以外の金融商品取引業者または登録金融機関が取次契約を結ぶことに

より、当該金融商品取引業者または登録金融機関がファンドを当該販売会社に取り次ぐ場合

があります。

 

＜訂正後＞

販売会社においてお申込みの取扱いを行います。販売会社については、「(12) その他」に記載

の＜照会先＞へお問い合わせください。

※販売会社以外の金融商品取引業者または登録金融機関が販売会社と取次契約を結ぶことに

より、ファンドを当該販売会社に取り次ぐ場合があります。

 

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

①～③（省略）

④　ファンドの特色

１）当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビー

ファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質

的な運用を行う仕組みです。

ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、

新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
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２）日本を除くアジア諸国の株式等に投資します。

マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。

・中国（含む香港）、台湾、韓国、インド、インドネシア、シンガポール、マレーシア、タイ、

フィリピン等
※
に上場されている企業の株式

※投資対象国は、上記に限定されません。

・その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式

・投資対象企業のＡＤＲ（米国預託証書）やＧＤＲ（グローバル預託証書） 等

※預託証書とは、ある国の発行会社の株式を海外でも流通させるために、その会社の株

式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行される証券のことをいいます。

 

３）主として、日本を除くアジア諸国の市場に上場する株式から、クオリティの高い株式（“

クオリティ”株式）を厳選し、ポートフォリオを構築します。

 

４）運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミ

テッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。

委　託　の　内　容：有価証券等に関する運用の指図

委託先の名称：ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッド

※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
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５）株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。

６）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

７）ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソース

を活用します。

 

≪ＨＳＢＣグループおよびＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント≫

ＨＳＢＣグループの持株会社であるＨＳＢＣホールディングスplcは、英国に本部を置いてい

ます。ＨＳＢＣグループは、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アメリカ大陸、中東、アフリカにま

たがる87の国と地域に7,500を超える拠点を擁する世界有数の金融グループです。その歴史は、

1865年に遡ります。

ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントは、ＨＳＢＣグループに属する資産運用会社の

総称です。ロンドン、パリ、ニューヨーク、サンパウロ、香港、シンガポール、ムンバイ（ボンベ

イ）、東京等、世界30以上の国と地域に拠点を有しています。ＨＳＢＣ投信株式会社は、ＨＳＢ

Ｃグローバル・アセット・マネジメントの一員です。

※上記は本書提出日現在知りうる情報であり、今後変更になることがあります。

 

＜訂正後＞

①～③（省略）

④　ファンドの特色

１）日本を除くアジア諸国の株式等に投資します。

・マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。

投資対象企業 ・日本を除くアジア諸国の企業
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投資対象有価証券

・中国（含む香港）、台湾、韓国、インド、インドネシア、シンガ

ポール、マレーシア、タイ、フィリピン等
＊
に上場あるいはその他

の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている投資対象

企業の株式

＊投資対象国は、上記に限定されません。

・投資対象企業のＡＤＲ（米国預託証書）やＧＤＲ（グローバル

預託証書）　等

※預託証書とは、ある国の発行会社の株式を海外でも流通させるた

めに、その会社の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で

発行される証券のことをいいます。

・株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。

・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

 

２）主として、クオリティの高い株式（“クオリティ”株式）を厳選し、ポートフォリオを構

築します。

 

３）ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッドが運用を行います。

・運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミ

テッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。

※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。

 

・投資プロセス

 

・ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソー
スを活用します。
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≪ＨＳＢＣグループおよびＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント≫

ＨＳＢＣグループの持株会社であるＨＳＢＣホールディングスplcは、英国に本部を置

いています。ＨＳＢＣグループは、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アメリカ大陸、中東、

アフリカにまたがる80を超える国と地域に約7,500の拠点を擁する世界有数の金融グ

ループです。その歴史は、1865年の創業に遡ります。

ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントは、ＨＳＢＣグループに属する資産運用

会社の総称です。ロンドン、パリ、ニューヨーク、サンパウロ、香港、シンガポール、ムンバ

イ（ボンベイ）、東京等、世界約30の国と地域に拠点を有しています。ＨＳＢＣ投信株式

会社は、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの一員です。

※上記は本書提出日現在知りうる情報であり、今後変更になることがあります。
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（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

①　ファンドの仕組みの概要

 

②　委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

１）受託会社と締結している契約

受託会社と委託会社の間では「証券投資信託契約」が締結されており、信託財産の運用方

針、信託報酬の総額、募集方法に関する事項等が定められています。

２）販売会社と締結している契約

販売会社と委託会社の間では「募集・販売等に関する契約」が締結されており、募集およ

び一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代

金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等が定められています。
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３）投資顧問会社と締結している契約

投資顧問会社と委託会社との間では「運用委託契約」が締結されており、マザーファンド

の運用指図に関する権限の委託にあたっての投資顧問会社の義務、報酬、法令遵守等が定

められています。

③　委託会社の概況

（省略）

 

＜訂正後＞

①　ファンドの仕組み

当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、投資者からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド

（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用をマ

ザーファンドで行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コス

トはかかりません。
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②　関係法人の概要

 
※ 
当ファンドの受託会社である住友信託銀行株式会社は、関係当局の認可等を前提に、平成24

年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社および中央三井アセット信託銀行株式会社と合併

し、三井住友信託銀行株式会社に商号を変更する予定です。

 

＜委託会社が関係法人と締結している契約等の概要＞

１）受託会社と委託会社の間では「証券投資信託契約」が締結されており、信託財産の運用方

針、信託報酬の総額、募集方法に関する事項等が定められています。

２）販売会社と委託会社の間では「募集・販売等に関する契約」が締結されており、募集およ

び一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代

金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等が定められています。
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３）投資顧問会社と委託会社との間では「運用委託契約」が締結されており、マザーファンド

の運用指図に関する権限の委託にあたっての投資顧問会社の義務、報酬、法令遵守等が定

められています。

③　委託会社の概況

（省略）

 

 

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

（省略）

■　ファンドの運用に関して、以下のような運用規則を設けています。

（省略）

（最良執行方針）

運用業務の遂行にあたっては、投資者にとって最良の取引の条件で注文を執行しなければなら

ない。運用業務に携わる者は最良執行義務を負い、価格のみならず、コスト、スピード、執行の確

実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行を行わなければならない。

（善管注意義務）

運用業務の遂行にあたっては、善良なる管理者の注意をもって資産の適正な分別管理を行い、業

務を遂行しなければならない。また、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、財務リスクのみな

らず、政治リスク、決済リスク、オペレーションリスク等に配慮しこれを行わなければならない。

（省略）

 

※運用体制等は本書提出日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

 

＜訂正後＞

（省略）

■　ファンドの運用に関しては、以下のような原則にしたがいます。

（省略）

（最良執行方針）

運用業務の遂行にあたっては、投資者にとり最良の取引条件で注文を執行しなければならな

い。運用業務に携わる者は最良執行義務を負い、価格のみならず、コスト、スピード、執行の確実

性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行しなければならない。

（善管注意義務）

運用業務の遂行にあたっては、善良なる管理者の注意をもって資産の適正な分別管理を行い、

業務を遂行しなければならない。また、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、財務リスク、カ

ントリーリスク、決済リスク、オペレーショナルリスク等に配慮しこれを行わなければならな

い。

（省略）

 

※運用体制等は本書提出日現在のものであり、今後変更になる可能性があります。

 

 

（４）【分配方針】

＜訂正前＞
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①　収益分配方針

（省略）

②　収益の分配方式

（省略）

③　収益分配金の交付

（省略）

＜分配金に関する留意点＞

・分配金は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）を超えて支払わ

れる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間中におけるファンドの

収益率を示すものではありません。

・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の全部または一部が、実質的に元本の払戻

しに相当する場合があります。

・分配金は信託財産から支払われますので、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額

が下落する要因となります。また、計算期間中の運用収益以上に分配が行われた場合には、基

準価額が前期の決算日に比べて下落することになります。

 

＜訂正後＞

①　収益分配方針

（省略）

（注）将来の分配金について保証するものではなく、分配を行わない場合もあります。

②　収益の分配方式

（省略）

③　収益分配金の交付

（省略）

＜分配金に関する留意点＞

・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払

われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買

益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と

比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンド

の収益率を示すものではありません。

・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の

一部払戻しに相当する場合があります。

 

 

３【投資リスク】

＜訂正前＞

（１）当ファンドのリスク

当ファンドはマザーファンドを通じて、主として外国株式等の値動きのある証券（外貨建資産

に投資する場合、為替変動もあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ

て、元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、す

べて受益者に帰属します。ご購入に際しては、ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のう

えご検討いただきますようお願いいたします。

当ファンド（マザーファンドを含みます。）の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。

EDINET提出書類

ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

11/64



①　基準価額の変動リスク

１）～４）（省略）

５）カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、ま

たは資本取引、外貨取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、基準

価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。

エマージング・マーケット（新興国市場）では、一般に先進諸国の市場に比べ、市場規模

が小さく流動性が低いことなどから、前記各リスクが大きくなる傾向があります。また、企

業情報の開示制度や決済制度などのインフラストラクチャーが未発達なことなどから、正

確な情報に基づいた投資判断ができない可能性もあります。これにより当ファンドの基準

価額が影響を受け、損失を被ることがあります。

６）～７）（省略）

②　デリバティブ取引のリスク

（省略）

③　その他の留意点

１）～４）（省略）

 

（２）投資リスクに対する管理体制

 

 

 

投資リスクの管理は、各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー、コンプライアン

ス・オフィサー、投資モニタリングマネジャー、ポートフォリオ分析チームによる複眼的な管

理体制を採っております。

また、効率的な管理を行うためにポートフォリオモニタリングシステムが整備されており、各

担当者が共通のインフラにアクセスして投資リスクを管理する体制となっております。

・各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサーは、主に運用ガイドラインの遵守およ

びパフォーマンス等のポートフォリオの運用状況の管理を行います。

・コンプライアンス・オフィサーは運用部門からは完全に独立しており、法令・諸規則等に基

づいた遵守状況のモニタリングを行っております。

・投資モニタリングマネジャーは、主にポートフォリオモニタリングシステムを通じ、ポート

フォリオの運用状況を把握しており、必要な場合、運用部門に対し改善を求める権限を持っ

ております。改善の要求と結果は、コンプライアンス・オフィサーにも同様に報告されます。

EDINET提出書類

ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12/64



・ポートフォリオ分析チームは、運用部門から完全に独立したチームであり、ポートフォリオ

の各種リスク特性を示す要因分析を行い、定期的にチーフ・インベストメント・オフィ

サー、運用担当者、コンプライアンス・オフィサー、投資モニタリングマネジャーに対し分析

結果が報告されます。

その他、ＨＳＢＣグループの監査部門による内部監査、監査法人による外部監査も行われてお

り、各部門が法令・諸規則および社内業務規定に則って運営されているかどうかについて

チェックされ、業務方法および管理体制、運営全般についての精査が行われております。

※投資リスクに対する管理については、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに共通

した管理方法について記載しております。なお、この体制は本書提出日現在のものであり、今

後変更となる可能性があります。

 

＜訂正後＞

（１）ファンドのリスク

投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意く

ださい。当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組

入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落

し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はす

べて投資者の皆さまに帰属します。ご購入に際しては、当ファンドの内容およびリスクを十分

ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。

当ファンド（マザーファンドを含みます。）の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。

①　基準価額の変動リスク

１）～４）（省略）

５）カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、ま

たは資本取引、外貨取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、基準

価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。

エマージング市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さく流動性が低いこ

となどから、上記の各リスクが大きくなる傾向があります。企業情報の開示制度や決済制

度などのインフラストラクチャーが未発達なことなどから、正確な情報に基づいた投資判

断ができない可能性もあります。これにより当ファンドの基準価額が影響を受け、損失を

被ることがあります。

６）～７）（省略）

②　デリバティブ取引のリスク

（省略）

③　その他の留意点

１）～４）（省略）

５）当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、他のベビーファンド

が当ファンドの投資対象であるマザーファンドに投資する場合、他のベビーファンドにお

ける資金変動等が当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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（２）投資リスクに対する管理体制

 

 

投資リスクの管理は、チーフ・インベストメント・オフィサー、コンプライアンス・オフィ

サー、運用から独立したリスク管理担当部署による複眼的な管理体制を採っております。リ

スク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会（運用拠点により呼称が変わるこ

とがあります。）に報告され、審議されます。さらに、委託会社では投資モニタリングマネ

ジャーが、投資ガイドラインに沿った運用を適正に行っているかを日々モニタリングしてい

ます。

・チーフ・インベストメント・オフィサーは、運用プロセスのモニタリングやパフォーマン

スの評価を行います。

・コンプライアンス・オフィサーは、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを

行います。

・リスク管理担当部署は、リスク全般をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュ

ニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理状況はリスク管理部門

の責任者やチーフ・インベストメント・オフィサー等に報告されます。なお、コンプライ

アンス部門の一連の業務とも完全に独立し、リスク管理を行っています。

・投資モニタリングマネジャーは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、

必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス・オ

フィサーにも報告されます。

その他、ＨＳＢＣグループの監査部門による内部監査、監査法人による外部監査も行われて

おり、各部門が法令・諸規則およびガイドラインに則って運営されているかどうかについて

チェックされ、業務方法及び管理体制、運営全般についての精査が行われています。

※投資リスクの管理については、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの代表的な

管理方法について記載しております。なお、この体制は本書提出日現在のものであり、今後

変更になる可能性があります。

 

 

４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

①　運用管理費用（信託報酬）の総額

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.89％

（税抜年1.80％）の率を乗じて得た金額を費用として計上します。信託報酬に係る消費税等

相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
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②　信託報酬の支弁

上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のと

き信託財産中から支弁するものとします。

信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

（省略）

 

＜訂正後＞

①　運用管理費用（信託報酬）の総額

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.89％

（税抜年1.80％）の率を乗じて得た金額を費用として計上します。

②　信託報酬の支払い

上記①の信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の

６ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うものとします。

信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

（省略）

 

 

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（省略）

③　個人、法人別の課税の取扱いについて

≪個人の受益者に対する課税≫

１）収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、平成23年12月31日までは10％（所得税

7％および地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％（所得税15％および地方税5％）の税

率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用さ

れません。）または申告分離課税を選択することもできます。

２）換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費（購入時手数料および

当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）が譲渡所得とみなされ

て課税され、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能

です。）。その場合、平成23年12月31日までは10％（所得税7％および地方税3％）、平成24

年1月1日以降は20％（所得税15％および地方税5％）の税率となります。

３）（省略）

≪法人の受益者に対する課税≫

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金

時および償還時の個別元本超過額については、平成23年12月31日までは7％（所得税のみ）、

平成24年1月1日以降は15％（所得税のみ）の税率で源泉徴収され、法人の受取額となりま

す。

当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

 

（注）上記の内容は平成23年4月末日現在のものであり、税法等が改正された場合には変更になる

ことがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧

めします。

 

＜訂正後＞
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（省略）

③　個人、法人別の課税の取扱いについて

≪個人の受益者に対する課税≫

１）収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、平成25年12月31日までは10％（所得税

7％および地方税3％）、平成26年1月1日以降は20％（所得税15％および地方税5％）の税

率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用さ

れません。）または申告分離課税を選択することもできます。

２）換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費（購入時手数料および

当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）が譲渡所得とみなされ

て課税され、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能

です。）。その場合、平成25年12月31日までは10％（所得税7％および地方税3％）、平成26

年1月1日以降は20％（所得税15％および地方税5％）の税率となります。

３）（省略）

≪法人の受益者に対する課税≫

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金

時および償還時の個別元本超過額については、平成25年12月31日までは7％（所得税のみ）、

平成26年1月1日以降は15％（所得税のみ）の税率で源泉徴収され、法人の受取額となりま

す。

当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

 

（注）上記の内容は平成23年10月末日現在のものであり、税法等が改正された場合には変更になる

ことがあります。税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお

勧めします。

 

５【運用状況】

以下は全文更新につき、訂正・変更後のものを記載いたします。

 

＜訂正・更新後＞

以下は平成23年10月末日現在の運用状況です。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

（１）【投資状況】

ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式オープン

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 － 3,046,771,987100.22

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － △6,839,436△0.22

合計（純資産総額） － 3,039,932,551100.00
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（参考）ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式マザーファンド

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式

韓国 680,696,38122.34

台湾 541,180,10317.76

香港 514,927,91316.90

中国 384,480,99512.62

シンガポール 203,439,3556.68

タイ 149,174,9984.90

ケイマン諸島 115,188,2723.78

インドネシア 100,826,3203.31

バミューダ諸島 75,218,020 2.47

マレーシア 41,465,574 1.36

小計 2,806,597,93192.12

オプション証券等 オランダ 255,659,0448.39

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － △15,485,077△0.51

合計（純資産総額） － 3,046,771,898100.00

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

国／
地域

種類 銘柄名 数量
帳簿価額
単価
（円）

帳簿価額
金額
（円）

評価額
単価
（円）

評価額
金額
（円）

投資
比率
（％）

日本
親投資信託

受益証券

ＨＳＢＣ アジア・

クオリ

ティ株式マザーファ

ンド

3,164,491,0550.99783,157,836,1520.96283,046,771,987100.22

 

投資有価証券の種類別投資比率

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 100.22

合計 100.22

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。
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（参考情報）ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式マザーファンド

①　投資有価証券の主要銘柄

順
位

国／
地域

種類 銘柄名 業種 数量
帳簿価額
単価
（円）

帳簿価額
金額
（円）

評価額
単価
（円）

評価額
金額
（円）

投資
比率
（％）

1 韓国 株式
SAMSUNG ELECTRONICS
CO LTD

半導体・半
導
体製造装置

1,86462,640.19116,761,33266,811.50124,536,6364.09

2 中国 株式
IND & COMM BK OF
CHINA - H

銀行 2,427,00061.06148,195,04750.25121,957,2354.00

3 台湾 株式
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING LTD

半導体・半
導
体製造装置

655,000173.30113,514,775184.94121,137,6653.98

4 韓国 株式 KT CORPORATION
電気通信
サービス

43,5902,707.80118,033,4372,658.31115,876,1683.80

5 香港 株式 CHINA MOBILE LIMITED
電気通信
サービス

153,500711.21109,170,811747.24114,702,3373.76

6 台湾 株式
CHUNGHWA TELECOM CO
LTD

電気通信
サービス

403,400223.1490,017,096251.98101,651,9593.34

7
インドネ
シア

株式
BANK RAKYAT
INDONESIA

銀行 1,666,00045.3975,619,74060.52100,826,3203.31

8 韓国 株式
HYUNDAI MOTOR
COMPANY

自動車・自
動
車部品

6,32012,867.4081,321,96815,907.50100,535,4003.30

9 台湾 株式
FUBON FINANCIAL
HOLDING-GDR REGS

各種金融 74,034977.4872,367,4911,257.2193,076,8403.05

10韓国 株式 KT&G CORPORATION
食品・飲料
・タ
バコ

18,2703,982.6272,762,5305,069.1892,614,1013.04

11中国 株式
CHINA SHENHUA ENERGY
CO-H

エネルギー 244,000340.3483,042,960367.3689,637,5482.94

12タイ 株式
ADVANCED INFO
SERVICE PUBLIC
COMPANY LTD

電気通信
サービス

274,700217.5859,769,226316.2586,873,8752.85

13
ケイマン
諸島

株式
GUANGDONG INVESTMENT
LIMITED

公益事業 1,848,00038.1370,479,20846.8486,572,8862.84

14台湾 株式
HON HAI PRECISION
INDUSTRY CO LTD

テクノロ
ジー・
ハードウェ
ア
および機器

399,300242.6596,890,145206.7082,535,7092.71

15韓国 株式
KB FINANCIAL GROUP
INC

銀行 25,3623,952.12100,233,9213,181.5080,689,2032.65

16
シンガ
ポール

株式
UNITED OVERSEAS BANK
LIMITED

銀行 73,1911,138.0783,296,5101,092.9579,994,1102.63

17香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 511,000173.1788,491,403153.5578,465,7872.58

18香港 株式
HUTCHISON WHAMPOA
LIMITED

資本財 106,000891.3994,487,393733.2377,722,6452.55

19
シンガ
ポール

株式 M1 LTD
電気通信
サービス

493,000151.2274,554,319153.7275,786,6222.49

20韓国 株式 GS HOLDINGS エネルギー 15,4955,705.4888,406,5674,701.5472,850,5172.39

21中国 株式
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H

エネルギー 968,00077.7775,288,81375.0772,672,6002.39

22香港 株式
CHINA CONSTRUCTION
BANK-H

銀行 1,218,00065.2479,468,48258.5571,324,2532.34

23香港 株式
DONGFENG MOTOR GRP 
CO LTD-H

自動車・自
動
車部品

536,000131.9370,715,444130.5369,964,2942.30

24オランダ
オプション
証券等

HCL TECHNOLOGIES LTD
15SEP2014(JPM)

*** 94,343799.2675,405,529719.5567,884,7152.23

25オランダ
オプション
証券等

OIL&NATURAL GAS CORP
LTD 25AUG2014(JPM)

*** 139,279454.8163,345,520453.6363,181,4742.07

26タイ 株式
PTT GLOBAL CHEMICAL
PCL-FOR

素材 370,300169.8262,887,828168.2462,301,1232.04

27韓国 株式 POSCO 素材 2,06434,077.3970,335,75327,643.6957,056,5961.87

28中国 株式
ZHEJIANG EXPRESSWAY 
CO-H

運輸 1,044,00068.0671,062,99254.4556,850,3931.87

29香港 株式
SUN HUNG KAI
PROPERTIES

不動産 51,1871,205.2061,690,7771,097.0956,157,0521.84
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30台湾 株式
FORMOSA CHEMICALS & 
FIBRE CORPORATION

素材 235,000260.5961,238,650220.1151,725,8501.70
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種類別および業種別投資比率

種類 国内／外国 業種
投資比率

（％）

株式 外国

銀行 16.29

電気通信サービス 16.24

エネルギー 10.29

素材 8.34

半導体・半導体製造装置 8.06

テクノロジー・ハードウェア

および機器
5.70

自動車・自動車部品 5.60

資本財 5.54

公益事業 4.24

各種金融 3.05

食品・飲料・タバコ 3.04

不動産 2.91

運輸 1.87

耐久消費財・アパレル 0.94

小計 92.12

オプション証券等 外国  8.39

合計   100.51

（注）業種分類は、世界産業分類基準（GICS）に基づいています。

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの

（為替予約）

資産の種類 数量
帳簿価額
（円）

評価額
（円）

投資
比率
（％）

為替予約取引 買建 米ドル 60,000.004,544,3164,664,4000.15

 売建 韓国ウォン 131,577,509.009,042,0069,302,529△0.31

  香港ドル 680,699.756,636,6186,813,804△0.22

  台湾ドル 2,282,380.005,786,2895,774,421△0.19
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成23年10月末日および同日前１年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は

次のとおりです。

計算期間末または各月末
純資産総額（百万円） １口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1期（平成23年3月17日） 5,853 5,853 0.9837 0.9837

平成22年10月 末 日 12,464 － 1.0077 －

平成22年11月 末 日 11,235 － 1.0423 －

平成22年12月 末 日 9,439 － 1.0435 －

平成23年 1月 末 日 7,646 － 1.0707 －

平成23年 2月 末 日 6,300 － 1.0059 －

平成23年 3月 末 日 6,179 － 1.0818 －

平成23年 4月 末 日 5,056 － 1.1155 －

平成23年 5月 末 日 4,448 － 1.0744 －

平成23年 6月 末 日 4,091 － 1.0528 －

平成23年 7月 末 日 3,798 － 1.0541 －

平成23年 8月 末 日 3,212 － 0.9182 －

平成23年 9月 末 日 2,828 － 0.8428 －

平成23年10月 末 日 3,039 － 0.9366 －

 

②【分配の推移】

期 １口当たりの分配金（円）

第1期 0.0000

 

③【収益率の推移】

期 収益率（％）

第1期 △ 1.6

第2期（中間期） △ 9.3
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（参考情報）運用実績
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（４）【設定及び解約の実績】

期 設定口数（口） 解約口数（口）

第1期 13,891,476,5607,940,389,089

第2期（中間期） 23,347,275 2,540,095,264

（注1）本邦外において設定及び解約の実績はありません。

（注2）第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

 

 

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

（省略）

（７）その他留意事項

①　購入申込の受付中止・取消

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社

が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止

その他やむを得ない事情
＊1
があるときは、委託会社の判断により、購入申込の受付を中止す

ることおよび既に受け付けた購入申込の受付を取り消すことができます。

＊1 やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態
＊2
による市場の閉鎖または流動性の極端な減少

ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準

価額の計算が不能となった場合等を指します。

＊2 投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変

更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。

（省略）

 

＜訂正後＞

（省略）

（７）その他留意事項

①　購入申込の受付中止・取消

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社

が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止

その他やむを得ない事情
＊
があるときは、委託会社の判断により、購入申込の受付を中止する

ことおよび既に受け付けた購入申込の受付を取り消すことができます。

＊ やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下なら

びに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額

の計算が不能となった場合等を指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重

大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用

に影響を及ぼす事態を指します。

（省略）

 

 

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

（省略）
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（７）その他留意事項

①　換金申込の受付中止・取消

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社

が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止

その他やむを得ない事情
＊1
があるときは、委託会社の判断により、換金申込の受付を中止す

ることおよび既に受け付けた換金申込の受付を取り消すことができます。

なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換

金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の

換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受け付けた

ものとして、前記「（３）換金価額」に準じて計算された価額とします。

＊1 やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態
＊2
による市場の閉鎖または流動性の極端な減少

ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準

価額の計算が不能となった場合等を指します。

＊2 投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変

更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。

（省略）

 

＜訂正後＞

（省略）

（７）その他留意事項

①　換金申込の受付中止・取消

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社

が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止

その他やむを得ない事情
＊
があるときは、委託会社の判断により、換金申込の受付を中止する

ことおよび既に受け付けた換金申込の受付を取り消すことができます。

なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換

金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の

換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受け付けた

ものとして、前記「（３）換金価額」に準じて計算された価額とします。

＊ やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下なら

びに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額

の計算が不能となった場合等を指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重

大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用

に影響を及ぼす事態を指します。

（省略）

 

 

第３【ファンドの経理状況】

＜訂正前＞

（１）（省略）

（２）（省略）

 

＜訂正後＞

（１）（省略）

（２）（省略）
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（３）当ファンドの中間財務諸表は、第1期中間計算期間（平成22年3月23日から平成22年9月22日ま

で）及び第2期中間計算期間（平成23年3月18日から平成23年9月17日まで）について、「中間

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託

財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

ただし、第1期中間計算期間（平成22年3月23日から平成22年9月22日まで）については、改正前

の中間財務諸表等規則及び投資信託財産の計算に関する規則に基づき、第2期中間計算期間

（平成23年3月18日から平成23年9月17日まで）については、改正後の中間財務諸表等規則及び

投資信託財産の計算に関する規則に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しており

ます。

 

（４）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間（平成22

年3月23日から平成22年9月22日まで）及び第2期中間計算期間（平成23年3月18日から平成23

年9月17日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けて

おります。

 

１【財務諸表】

末尾に＜中間財務諸表＞を追加します。

 

＜末尾追加＞

 

次へ
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中間財務諸表
ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式オープン
（１）中間貸借対照表

（単位：円）

第１期中間計算期間末
（平成22年９月22日現在）

第２期中間計算期間末
（平成23年９月17日現在）

資産の部

流動資産

親投資信託受益証券 13,105,121,323 3,110,353,004

未収追加信託金 － ※４
 19,390

未収入金 57,731,744 26,114,209

流動資産合計 13,162,853,067 3,136,486,603

資産合計 13,162,853,067 3,136,486,603

負債の部

流動負債

未払解約金 57,731,744 29,041,007

未払受託者報酬 3,710,989 1,396,587

未払委託者報酬 107,618,510 40,501,019

その他未払費用 1,594,281 1,108,341

流動負債合計 170,655,524 72,046,954

負債合計 170,655,524 72,046,954

純資産の部

元本等

元本 13,008,339,943 3,434,339,482

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △16,142,400 △369,899,833

（分配準備積立金） － －

元本等合計 12,992,197,543 3,064,439,649

純資産合計 12,992,197,543 3,064,439,649

負債純資産合計 13,162,853,067 3,136,486,603
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（２）中間損益及び剰余金計算書
（単位：円）

第１期中間計算期間
自　平成22年３月23日
至　平成22年９月22日

第２期中間計算期間
自　平成23年３月18日
至　平成23年９月17日

営業収益

有価証券売買等損益 △55,087,751 △40,937,473

営業収益合計 △55,087,751 △40,937,473

営業費用

受託者報酬 3,710,989 1,396,587

委託者報酬 107,618,510 40,501,019

その他費用 1,594,281 1,108,341

営業費用合計 112,923,780 43,005,947

営業損失（△） △168,011,531 △83,943,420

経常損失（△） △168,011,531 △83,943,420

中間純損失（△） △168,011,531 △83,943,420

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△29,936,049 231,204,849

期首剰余金又は期首欠損金（△） － △97,244,320

剰余金増加額又は欠損金減少額 126,725,963 42,492,756

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ 41,133,447

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

126,725,963 1,359,309

剰余金減少額又は欠損金増加額 4,792,881 －

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

4,792,881 －

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △16,142,400 △369,899,833

次へ
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（３）中間注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

期　別 第1期中間計算期間 第2期中間計算期間

　項　目
（自 平成22年3月23日

至 平成22年9月22日）

（自 平成23年3月18日

至 平成23年9月17日）

　
１．有価証券の評価基

準及び評価方法

 

　
親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価

しております。時価評価にあたって

は、親投資信託受益証券の基準価額

に基づいて評価しております。
　

　
親投資信託受益証券

同左

 

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期中間計算期間末

（平成22年9月22日現在）

第2期中間計算期間末

（平成23年9月17日現在）

　

1．受益権の総数　　　　　 13,008,339,943口

 

2．元本の欠損

　 「投資信託財産の計算に関する規則」

　 （平成12年総理府令第133号）

　　第55条の6第10号

　　に規定する額

　　　　　　　　　　　　　　　16,142,400円

 

3．１口当たり純資産額　　　　　　 0.9988円

　　 (１万口当たり純資産額　　　　 9,988円)

 

　

1．受益権の総数　　　　 　3,434,339,482口

 

2．元本の欠損

　 「投資信託財産の計算に関する規則」

　 （平成12年総理府令第133号）

　　第55条の6第10号

　　に規定する額

　　　　　　　　　　　　　　　369,899,833円

 

3．１口当たり純資産額　　　　　　0.8923円

　　 (１万口当たり純資産額　　　　　8,923円)

 

※4. 当ファンドの第2期中間計算期間末が休日

のため、翌営業日入金分の追加信託金を「未

収追加信託金」に計上しております。
　

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期中間計算期間

（自 平成22年3月23日

至 平成22年9月22日）

第2期中間計算期間

（自 平成23年3月18日

至 平成23年9月17日）

　
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用

 

18,849,442円

　

　
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用

 

7,093,752円

　

 

 

（金融商品に関する注記）
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（追加情報）

　第2期中間計算期間（平成23年3月18日から平成23年9月17日まで）

当中間計算期間より「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10

日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成

20年3月10日）を適用しております。

 

金融商品の時価等に関する事項

第2期中間計算期間

（自 平成23年3月18日

至 平成23年9月17日）

　
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、中間貸借対照表

計上額と時価との間に重要な差額はありません。

 

2．時価の算定方法

(1)親投資信託受益証券

　 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

(2)金銭債権及び金銭債務

中間貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額

は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　

 

（有価証券に関する注記）

第1期中間計算期間（自 平成22年3月23日　至 平成22年9月22日）

該当事項はございません。

 

第2期中間計算期間（自 平成23年3月18日　至 平成23年9月17日）

該当事項はございません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

第1期中間計算期間（自 平成22年3月23日　至 平成22年9月22日）

該当事項はございません。

 

第2期中間計算期間（自 平成23年3月18日　至 平成23年9月17日）

該当事項はございません。

 

（重要な後発事象に関する注記）

第1期中間計算期間（自 平成22年3月23日　至 平成22年9月22日）

該当事項はございません。

 

第2期中間計算期間（自 平成23年3月18日　至 平成23年9月17日）

該当事項はございません。

 

 

（その他の注記）

　元本額の変動

第1期中間計算期間末

（平成22年9月22日現在）

第2期中間計算期間末

（平成23年9月17日現在）
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期首元本額：　　　　　　　4,176,215,734円

期中追加設定元本額：　　　9,286,703,405円

期中一部解約元本額：　　　　454,579,196円

 

 

期首元本額：　　　　　　　5,951,087,471円

期中追加設定元本額：　　　　 23,347,275円

期中一部解約元本額：　　　2,540,095,264円
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参考情報

「ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式オープン」は、「ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式マザー

ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信

託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。

　なお、当ファンドの各中間計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。

 

「ＨＳＢＣ　アジア・クオリティ株式マザーファンド」の状況

以下の記載した情報は監査対象外であります。

　(1)　貸借対照表

対象年月日 （平成22年9月22日現在） （平成23年9月17日現在）

科目 金額（円） 金額（円）

資産の部   

流動資産   

預金 338,467,351 5,041,056

コール・ローン 40,602,217 58,450,296

株式 11,890,225,155 2,828,251,238

オプション証券等 859,598,134 215,306,709

未収入金 － 18,423,186

未収配当金 33,360,977 11,235,739

　未収利息 55 80

流動資産合計 13,162,253,889 3,136,708,304

資産合計 13,162,253,889 3,136,708,304

負債の部   

　流動負債   

　 　派生商品評価勘定 2,000 84,352

未払解約金 57,731,744 26,114,209

流動負債合計 57,733,744 26,198,561

負債合計 57,733,744 26,198,561

純資産の部   

　元本等   

　 元本 12,981,794,278 3,397,436,379

　剰余金   

　　剰余金又は欠損金（△） 122,725,867 △286,926,636

　元本等合計 13,104,520,145 3,110,509,743

純資産合計 13,104,520,145 3,110,509,743

負債純資産合計 13,162,253,889 3,136,708,304
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(2)　注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

対象年月日 （自 平成22年3月23日 （自 平成23年3月18日

項目 至 平成22年9月22日） 至 平成23年9月17日）

1.有価証券の評

価基準及び評

価方法

株式、オプション証券等（以下「有価

証券」という）

　移動平均法に基づき、以下の通り原

則として時価で評価しております。

 

①外国金融商品市場（以下 「海外取

引所」という）に上場されている有

価証券

　原則として海外取引所における開示

対象ファンドの中間計算期間末日に

知りうる直近の最終相場で評価して

おります。

　開示対象ファンドの中間計算期間末

日に当該取引所の最終相場がない場

合には、当該取引所における直近の日

の最終相場で評価しておりますが、直

近の日の最終相場によることが適当

でないと委託会社が判断した場合に

は、委託会社は忠実義務に基づき合理

的事由をもって認める評価額又は受

託者と協議のうえ両者が合理的事由

をもって認める評価額により評価し

ております。

　

株式、オプション証券等（以下「有価

証券」という）

　移動平均法に基づき、以下の通り原

則として時価で評価しております。

 

①外国金融商品市場（以下 「海外取

引所」という）に上場されている有

価証券

　同左

 

 ②海外取引所に上場されていない有

価証券

　金融機関の提示する価額（ただし、

売気配相場は使用しない）又は価格

情報会社の提供する価額のいずれか

から入手した価額で評価しておりま

す。適正な評価額を入手できなかった

場合又は入手した評価額が時価と認

定できない事由が認められた場合は、

取得価額または委託会社が忠実義務

に基づいて合理的事由をもって時価

と認めた価額もしくは受託者と協議

のうえ両者が合理的事由をもって時

価と認めた価額で評価しております。

　

②海外取引所に上場されていない有価

証券

　同左
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2.デリバティブ

等の評価基準

及び評価方法

外国為替予約取引

個別法に基づき、原則として時価で

評価しております。時価評価にあたっ

ては、開示対象ファンドの中間計算期

間末日において、わが国における対顧

客先物相場の仲値を適用して計算して

おります。ただし、為替予約のうち対顧

客先物相場が発表されていない通貨に

ついては、対顧客相場の仲値によって

計算しております。

　

外国為替予約取引

同左

 

3.収益及び費用

の計上基準

受取配当金

原則として、株式の配当落ち日にお

いて、その金額が確定している場合

には当該金額を計上し、未だ確定し

ていない場合には入金日基準で計上

しております。

　

受取配当金

同左

 

4.その他財務諸

表作成のため

の基本となる

重要な事項

外貨建取引等の処理基準

（1）「投資信託財産の計算に関する規

則」（平成12年総理府令第133号）第

60条並びに　第61条に基づいて処理し

ております。

　

外貨建取引等の処理基準

同左

 

 （2）資産・負債の状況は、平成22年9月

22日現在であります。当該親投資信託

の計算期間は原則として毎年3月18日

から翌年3月17日までとなっておりま

すが、第１計算期間は平成22年3月23

日より開始しております。

　

－

 

 

（貸借対照表に関する注記）

（平成22年9月22日現在） （平成23年9月17日現在）
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1.　受益権の総数　　　　 12,981,794,278口

 

 

 

 

 

 

 

2.　１口当たり純資産額　　　　　 1.0095円

　　　(１万口当たり純資産額　　　10,095円)

　

3. 「オプション証券等」には、現地国での外貨投

資制限を避けるために、非居住者に対してブ

ローカーが発行する未上場証券であるP-Noteを

計上しております。当該P-Noteは、金融商品取引

法第2条第1項第19号に規定する「オプション取

引に係る権利を表示する証券又は証書」に相当

するものであります。

　

　

1.　受益権の総数　　　　　3,397,436,379口

 

2.　元本の欠損

　　「投資信託財産の計算に関する規則」

　　（平成12年総理府令第133号）

　　　第55条の6第10号

　に規定する額　　　　　286,926,636円

 

3.　１口当たり純資産額　　　　　 0.9155円

　　(１万口当たり純資産額　　　　 9,155円)

 

4.　同左
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（金融商品に関する注記）

（追加情報）

開示対象ファンドの中間計算期間（平成23年3月18日から平成23年9月17日まで）より、「金融

商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開

示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

 

金融商品の時価等に関する事項

（自 平成23年3月18日

至 平成23年9月17日）

　
1.貸借対照表計上額、時価及び差額

金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計

上額と時価との間に重要な差額はありません。

 

2．時価の算定方法

(1)有価証券

　 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

(2)派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

(3)金銭債権及び金銭債務

貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時

価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
　

 

（有価証券に関する注記）

（自 平成22年3月23日　至 平成22年9月22日）

　該当事項はございません。

 

　 （自 平成23年3月18日　至 平成23年9月17日）

　　　該当事項はございません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

　（通貨関連）

(平成22年9月22日現在）

区分 種類
契約額等  時　価 評価損益

（円） うち1年超 （円） （円）

市場取引以

外の取引

為替予約取引     

　売建     

 　　米ドル 169,678,000- 169,680,000△2,000

合　　　　計 - - - △2,000

 

(平成23年9月17日現在）

区分 種類
契約額等  時　価 評価損益

（円） うち1年超 （円） （円）

市場取引以

外の取引

為替予約取引     

　売建     

 　　韓国ウォン 9,915,010 - 9,965,340△50,330

 　　台湾ドル 10,623,378 - 10,657,400△34,022
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合　　　　計 - - - △84,352

（注）時価の算定方法

（１）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されてい

る外貨については、以下のように評価しております。

①同期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発

表されている場合は、当該為替予約は当該仲値により評価しております。

②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によってお

ります。

イ）同期間末日において当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されて

いる先物相場のうち当該日にもっとも近い前後２つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算

したレートにより評価しております。

ロ）同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

い日付で発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

 

（２）同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客

相場の仲値により評価しております。

 

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

 

（重要な後発事象に関する注記）

　 （自 平成22年3月23日　至 平成22年9月22日）

該当事項はございません。

 

（自 平成23年3月18日　至 平成23年9月17日）

該当事項はございません。

 

 

（その他の注記）

　本書における開示対象ファンドの各中間計算期間における元本額の変動

（平成22年9月22日現在） （平成23年9月17日現在）

　

期首元本額：

期中追加設定元本額：

期中一部解約元本額：

期末元本額：

　元本の内訳：*

　

4,176,215,734円

9,254,192,624円

448,614,080円

12,981,794,278円

　

期首元本額：

期中追加設定元本額：

期中一部解約元本額：

期末元本額：

　元本の内訳：*

　

5,945,396,176円

22,905,349円

2,570,865,146円

3,397,436,379円

ＨＳＢＣ　アジア・クオリ

ティ

株式オープン

　

12,981,794,278円

　

ＨＳＢＣ　アジア・クオリ

ティ

株式オープン

　

3,397,436,379円

　

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本であります。
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２【ファンドの現況】

以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします。

 

＜訂正・更新後＞

以下は平成23年10月末日現在の当ファンドの現況です。

 

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額 3,051,066,938円

Ⅱ 負債総額 11,134,387円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,039,932,551円

Ⅳ 発行済口数 3,245,704,545口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 0.9366円

〈ご参考〉ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額 3,258,691,543円

Ⅱ 負債総額 211,919,645円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,046,771,898円

Ⅳ 発行済口数 3,164,491,055口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 0.9628円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（２）委託会社の機構

①　組織図（本書提出日現在）

 

（省略）
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＜訂正後＞

①　組織図（本書提出日現在）

 

 

（省略）

 

 

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

① （省略）

②　平成23年4月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。（親投

資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。）

基本的性格 ファンド数 純資産総額

追加型株式投資信託 33 808,799 百万円

合　　　計 33 808,799 百万円

 

＜訂正後＞

① （省略）

②　平成23年10月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。（親投

資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。）

基本的性格 ファンド数 純資産総額
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追加型株式投資信託 34 591,297 百万円

合　　　計 34 591,297 百万円
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３【委託会社等の経理状況】

以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします。

 

＜訂正・更新後＞

 

（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号、以下「財務諸表等規則」という） 第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関す

る内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令 第52号）により作成しております。

 

（２）当社は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、前事業年度（自平成21年4月1日至平成22年

3月31日）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けており、当事業年度（自平成22年4月

1日至平成23年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま

す。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22

年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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（１）【貸借対照表】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
　 　 　 　 　 　 　 前事業年度   当事業年度
　 　 　 　 　 　 　 （平成22年3月31日） 　 　 （平成23年3月31日）

 資産の部      

  流動資産      
   預金  *4 4,277,258 *4 7,169,735
   前払費用 *5 16,631  6,089
   未収入金  46,919  22,872
   未収委託者報酬  1,504,856  1,337,973
   未収投資助言報酬  20,379  17,560
   未収収益  7,748  -
   繰延税金資産  122,348  182,176

   流動資産計 　 5,996,141　 　 8,736,407

  固定資産      
   有形固定資産 *1   *1  
    建物附属設備  31,532  27,581
    器具備品  8,232  5,779

    有形固定資産計 　 39,765　 　 33,360

   無形固定資産      
    商標権  -  991

    無形固定資産計 　 -　 　 991

   投資その他の資産      
    敷金  43,905  44,556
    繰延税金資産  775  11,323
    その他  1,800  -

    投資その他の資産計 　 46,480　 　 55,880

   固定資産計 　 86,245　 　 90,232

  資産合計 　 6,082,386　 　 8,826,640

 負債の部      
  流動負債      
   預り金  -  353
   未払金 *4 645,039 *4、5 961,379
   未払費用  958,979  840,730
   未払法人税等 *2 880,258 *2 1,101,898
   未払消費税等  109,318  167,507
   賞与引当金  41,448  87,330

   流動負債計 　 2,635,044　 　 3,159,199

  固定負債      
   長期未払金 *5 4,625  -
   役員退職慰労引当金  20,952  24,673

   固定負債計 　 25,578　 　 24,673

  負債合計 　 2,660,622　 　 3,183,872

EDINET提出書類

ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

42/64



 
（単位：千円）

　 　 　 　 　 　 　 前事業年度 　 　 当事業年度
　 　 　 　 　 　 　 （平成22年3月31日） 　 　 （平成23年3月31日）

 純資産の部      

  株主資本      
   資本金  495,000  495,000
   利益剰余金      
    その他利益剰余金      

     繰越利益剰余金  2,926,763  5,147,767

    利益剰余金計 　 2,926,763　 　 5,147,767

   株主資本計 　 3,421,763　 　 5,642,767

  純資産合計 　 3,421,763　 　 5,642,767

 負債・純資産合計 　 6,082,386　 　 8,826,640
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（２）【損益計算書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）
　　 　 　 　 　 　 前事業年度 　 　 当事業年度
       （自平成21年4月1日  （自平成22年4月1日
　 　 　 　 　 　 　 至平成22年3月31日） 　 　 　 至平成23年3月31日）

 営業収益 　       
  委託者報酬    9,928,824  14,640,091
  投資助言報酬    103,117  90,651
  その他営業収益   27,757  3,430
  営業収益計   　 10,059,699　 　 14,734,173
 営業費用        
  支払手数料   *2 4,006,177 *2 6,120,220
  広告宣伝費    33,957  53,806
  調査費        
   調査費    22,904  18,226
   委託調査費   1,924,479  2,770,320
   調査費計  　 1,947,383　 　 2,788,546
  委託計算費    117,711  135,093
  営業雑費        
   通信費    22,222  25,148
   印刷費    167,431  185,681
   協会費    4,014  5,796
   諸会費    550  550
   営業雑費計  　 194,218　 　 217,177
  営業費用計   　 6,299,448　 　 9,314,845
 一般管理費        
  給料　*2        
   役員報酬  *1 67,381 *1 67,091
   給料・手当  *3 648,616 *3 669,223
   退職手当   -   54,787
   賞与    203,091  273,379
   賞与引当金繰入額  41,448  87,330
   給料計   　 960,536　 　 1,151,812
  交際費    2,538  8,064
  旅費交通費    27,792  25,718
  租税公課    17,912  23,259
  不動産賃借料    39,148  40,541
  役員退職慰労引当金繰入 3,740  3,720
  固定資産減価償却費  8,020  11,845
  弁護士費用等    22,865  58,374
  事務委託費    -  *2 210,555
  保険料    5,263  6,883
  諸経費   *2 246,788　  100,165
  一般管理費計    1,334,605  1,640,940
 営業利益   　 2,425,645　 　 3,778,387
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
　 　 　 　 　 　 　 前事業年度 　 　 当事業年度
       （自平成21年4月1日  （自平成22年4月1日

　 　 　 　 　 　 　 　 至平成22年3月31日） 　 　 　 至平成23年3月31日）

 営業外収益        
  受取利息    279  3
  為替差益    827  302
  消費税還付収入   854  -
  その他    249  102
  営業外収益計  　 2,210　 　 408
 営業外費用        
  雑損失    2,878  461

  営業外費用計  　 2,878　 　 461

   経常利益  　 2,424,978　 　 3,778,334

 特別利益        
  固定資産売却益   616  -

  特別利益計   　 616　 　 -

 特別損失        
  固定資産除却損   145  0

  特別損失計   　 145　 　 0

 税引前当期純利益  　 2,425,449　 　 3,778,334

 法人税、住民税及び事業税  1,071,033  1,627,707
 法人税等調整額   　 △59,958　 　 △70,376

 当期純利益   　 1,414,374　 　 2,221,004
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（３）【株主資本等変動計算書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
　 　 　 　 　 　 　 前事業年度 　 　 当事業年度
       （自平成21年4月1日  （自平成22年4月1日
　 　 　 　 　 　 　 　 至平成22年3月31日） 　 　 　 至平成23年3月31日）

 株主資本       　
  資本金        
   前期末残高 　 495,000　 　 495,000

   当期末残高 　 495,000　 　 495,000

  利益剰余金     　
   その他利益剰余金      
    繰越利益剰余金      
     前期末残高  5,542,820  2,926,763
     当期変動額      
      当期純利益  1,414,374  2,221,004
      自己株式の消却  △4,030,431  -

      当期変動額合計 　 △2,616,057　 　 2,221,004

     当期末残高 　 2,926,763　 　 5,147,767

  自己株式     　
   前期末残高  -   -
   当期変動額      
    自己株式の取得  △4,030,431  -
    自己株式の消却  4,030,431  -

    当期変動額合計 　 - 　 　 -

   当期末残高 　 - 　 　 -

  株主資本合計     　
   前期末残高  6,037,820  3,421,763
   当期変動額      
    当期純利益  1,414,374  2,221,004
    自己株式の取得  △4,030,431  -
    自己株式の消却  -   -

    当期変動額合計 　 △2,616,057　 　 2,221,004

   当期末残高 　 3,421,763　 　 5,642,767

 純資産合計     　
  前期末残高  6,037,820  3,421,763
  当期変動額      
   当期純利益  1,414,374  2,221,004
   自己株式の取得  △4,030,431  -
   自己株式の消却  -   -

   当期変動額合計 　 △2,616,057　 　 2,221,004

  当期末残高 　 3,421,763　 　 5,642,767
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重要な会計方針

項目

前事業年度

自平成21年4月 1日

至平成22年3月31日

当事業年度

自平成22年4月 1日

至平成23年3月31日

1 固定資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産（リース資産除く） 

定額法により償却しております。

なお主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物附属設備　　　５年

器具備品　　　　　３～５年

同左

 (2) 無形固定資産（リース資産除く） 

 　　　　＿＿＿＿ 定額法により償却しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

 

商標権　　　　10年

　

 (3) リース資産  

 　　　 所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平

成20年3月31日以前に開始する事業

年度に属するもの及び個々のリー

ス資産で重要性が乏しいと認めら

れるものについては、通常の賃貸借

取引に準じた会計処理によってお

ります。

　　　　　　同左

2 引当金の計上基準 (1) 退職給付引当金  

 従業員に対する退職給付の支給

に備えるため、当事業年度末におけ

る自己都合要支給額を退職給付引

当金として計上しております。但

し、当事業年度には対象従業員が居

ない為、引当計上はしておりませ

ん。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞

与支給見込額の当期負担額を計上

しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の在任中の貢献に報いるた

めに、役員退職慰労金制度の内規に

基き当事業年度末における要支給

額を役員退職慰労引当金として計

上しております。

　同左

 

　　　　

 

 

 

 

 

同左

 

 

 

同左

3 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

同左

4 その他財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理 同左

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

 

 
 
会計方針の変更
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前事業年度

自平成21年4月 1日

至平成22年3月31日

当事業年度

自平成22年4月 1日

至平成23年3月31日

 

　　 

＿＿＿＿

（資産除去債務に関する会計基準等）

当事業年度から、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31

日）を適用しております。

なお、この変更による影響はありません。

 
表示方法の変更

前事業年度

自平成21年4月 1日

至平成22年3月31日

当事業年度

自平成22年4月 1日

至平成23年3月31日

＿＿＿＿

（損益計算書）

１．前事業年度において「給料・手当」に含め

て表示しておりました「退職手当」（前事業年

度37,109千円）は、当事業年度において区分掲記

することとしました。

２．前事業年度において「諸経費」に含めて表

示しておりました「事務委託費」（前事業年度

181,562千円）は、当事業年度において区分掲記

することとしました。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度（平成22年3月31日現在） 当事業年度（平成23年3月31日現在）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は次の通り

であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は次の通り

であります。

 

建物附属設備 5,436千円

器具備品 5,847千円

　　

 

建物附属設備 13,567千円

器具備品 9,553千円

　

※２ 未払法人税等の内訳 ※２ 未払法人税等の内訳

 

法人税 　572,005千円

事業税 　72,102千円

地方法人特別税 　　　84,232千円

住民税 　 　151,917千円

 

法人税 745,608千円

事業税 95,074千円

地方法人特別税 106,604千円

住民税 154,610千円

　３ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 　３ 当座貸越契約及び貸出コミットメント

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行の香港上海銀行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しております。

　当事業年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高等は次

の通りであります。

　

 

　　　　　　　 同左
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当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
1,000,000千円

借入実行残高 -　〃

差引額 1,000,000　〃

　

 

　 　　　　　　

同左

 

※４ 関係会社に対する債権及び債務

各科目に含まれているものは、次の通りであ

ります。

　　 　預金　　　　　　　　4,234,934千円

　　 　未払金　　　　　　　　　9,319千円

　　

※５ 当社が採用するグループ会社株式による報

酬制度に係る費用については、当社負担相当額

を権利確定期間（3年）に亘って費用処理して

おります。

 

※４ 関係会社に対する債権及び債務

各科目に含まれているものは、次の通りであ

ります。

　　　 預金　　　　　　　　7,132,716千円

　　　 未払金　　　　　　　　 80,178千円　　　　　　

　　

※５ 当社が採用するグループ会社株式による報

酬制度に係る費用については、当社負担相当額

を権利確定期間に亘って費用処理しておりま

す。

 
 
（損益計算書関係）

前事業年度

自平成21年4月 1日

至平成22年3月31日

当事業年度

自平成22年4月 1日

至平成23年3月31日

※１ 役員報酬の限度額は次の通りであります。 ※１ 役員報酬の限度額は次の通りであります。

 

取締役　　年額 300,000千円

監査役　　年額 50,000千円

 

 

※２ 関係会社に係る営業費用

　　　各科目に含まれているものは、次の通りであ

ります。

　　　 支払手数料　　　　　　 42,844千円

　　　 諸経費 　　　　　　　　29,611千円

 

 

※３ 給料・手当には、被出向者に係る退職給付

費用相当額86,353千円が含まれております。

 

 

同　左  

  

 

 

※２ 関係会社に係る営業費用

　　 各科目に含まれているものは、次の通りであ

ります。

　　　　支払手数料　　　　　 101,960千円

　　　　事務委託費　　　　　 118,080千円

　　　　人件費等　　　　　　　94,650千円

 

※３ 給料・手当及び退職手当には、被出向者に

係る退職給付費用相当額106,826千円が含

まれております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成21年4月1日　至 平成22年3月31日）

　１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 9,900 － 7,800 2,100

（変動事由の概要）

　　　　減少数の内訳は、次の通りであります。

　　　　自己株式の消却による減少        7,800株

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 － 7,800 7,800 －

（変動事由の概要）

当社は、平成21年6月17日開催の株主総会において、会社法第156条第1項及び当社定款の定めに基づ

き、自己株式を取得することを決議いたしました。また、取得した自己株式は平成21年6月22日開催の

取締役会において、7,800株の消却の決議をいたしました。

１.　自己株式取得の理由　

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として、自己株式の取得を行うものです。

　　　２.　取得の内容

　　　　　　①取得方法　　　　　　　　　株主からの取得

　　　　　　②取得対象株式の種類　　　　当社普通株式

　　　　　　③取得しうる株式の総数　　　 7,800株（発行済株式総数9,900株に対する割合78.8％）

　　　　　　④株式の取得価額の総額　　　 4,030百万円

　　　　　　⑤買付期間　　　　　　　　　 平成21年6月17日～平成21年9月30日

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

　

当事業年度（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

　１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 2,100 － － 2,100

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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　（リース取引関係）

　前事業年度（自 平成21年4月1日　至 平成22年3月31日）

　　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

　当事業年度（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

　　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

前事業年度（自 平成21年4月1日　至 平成22年3月31日）　　　

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に関する取組方針

当社は、内部管理規程に基づく安全性及びカウンターパーティー・リスクを重視した運用を自

己資金運用の基本方針としております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬は、当社が運用を委託している信託財産から回収を行ってお

り、回収のリスクは僅少と判断しております。未収投資助言報酬は、投資助言先ごとに期日管理

及び残高管理をしており、回収期日はすべて１年以内となっております。営業債務である未払

金、未払費用は、１年以内の支払期日となっております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　　　平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。

 

 
貸借対照表

計上額
時価 差額

 

（１）   預金

（２）   未収委託者報酬

（３）   未収投資助言報酬

 

4,277,258

1,504,856

20,379

 

4,277,258

1,504,856

20,379

 

－

－

－

資産計 5,802,4935,802,493 －

 

（１）   未払金

（２）   未払費用

 

645,039

958,979

 

645,039

958,979

 

－

－

負債計 1,604,0191,604,019 －

　　　　　注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

　　　　　　資産項目　（１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収投資助言報酬

　　　これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

負債項目　（１）未払金、（２）未払費用

　　　これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

 

 

当事業年度（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に関する取組方針

当社は、内部管理規程に基づく安全性及びカウンターパーティー・リスクを重視した運用を自

己資金運用の基本方針としております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬は、当社が運用を委託している信託財産から回収を行ってお

り、回収のリスクは僅少と判断しております。未収投資助言報酬は、投資助言先ごとに期日管理

及び残高管理をしており、回収期日はすべて１年以内となっております。営業債務である未払

金、未払費用は、１年以内の支払期日となっております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　　　平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。

 

 
貸借対照表

計上額
時価 差額

 

（１）   預金

（２）   未収委託者報酬

（３）   未収投資助言報酬

 

7,169,735

1,337,973

17,560

 

7,169,735

1,337,973

17,560

 

－

－

－

資産計 8,525,2698,525,269 －

 

（１）   未払金

（２）   未払費用

 

961,379

840,730

 

961,379

840,730

 

－

－

負債計 1,802,1101,802,110 －

　　　　　注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

　　　　　　資産項目　（１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収投資助言報酬

　　　これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

負債項目　（１）未払金、（２）未払費用

　　　これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

 

 

（有価証券関係）

　　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　該当事項はありません。

 

 

（退職給付関係）

　　該当事項はありません。

 

 

（ストック・オプション等関係）

　　該当事項はありません。

 

 

（持分法損益等）

　　該当事項はありません。

 

 

（資産除去債務関係）

　　重要性がないため、記載を省略しております。

 

 

(セグメント情報等）

（追加情報）

当会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年3月27日）

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年3

月21日）を適用しております。

 

（１）セグメント情報
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当会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

　当社の報告セグメントは、投資信託・助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（２）関連情報

当会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

1. サービスごとの情報

　　単一サービスによる営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

2. 地域ごとの情報

　 （１）営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地

域ごとの営業収益の記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦の所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超える

ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がいない

ため、記載を省略しております。

　

（３）報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

　該当事項はありません。

 

（４）報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

　該当事項はありません。

 

（５）報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

 

前事業年度

自平成21年4月 1日

至平成22年3月31日

当事業年度

自平成22年4月 1日

至平成23年3月31日

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳

 

 千円

繰延税金資産  

減価償却の償却超過額 775

退職給付引当金及び役員退職

慰労金損金算入限度超過額
8,525

未払費用否認 41,682

賞与引当金否認 16,864

長期未払金否認 　　 1,882

貸倒引当金否認 　　　 406

未払事業税等 63,397

前払費用 501

繰延税金資産小計 134,032

評価性引当額 △10,909

繰延税金資産の合計 123,123

 

千円

繰延税金資産  

減価償却の償却超過額 1,284

退職給付引当金及び役員退職

慰労金損金算入限度超過額
10,039

未払金否認 　　32,783

未払費用否認 37,455

賞与引当金否認 35,533

未払事業税等 82,061

前払費用 2,209

繰延税金資産小計 201,366

評価性引当額 △7,866

繰延税金資産の合計 193,500

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 %

法定実効税率 40.7

（調整）  

評価性引当額 △0.3

住民税均等割 0.0

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

 

1.3

税効果会計適用後の法人税等の

負担率

 

41.7

 

 %

法定実効税率 40.7

（調整）  

評価性引当額 △0.0

住民税均等割 0.0

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

 

0.5

税効果会計適用後の法人税等の

負担率

 

41.2
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（関連当事者との取引）

 

前事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

 

１　関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類 会社等の名称 所在地
資本金
又は出
資金

事業
の内
容又
は職
業

議決権
行使等
の被所
有者割
合

関連当
事者
との関
係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会
社

The Hongkong　and Shanghai Banking
Corporation, Limited　*4　

香港
22,494百

万
香港ドル

銀行
業

間接
100％

 
資金の
預金

*1 資金の
預入

※ 預　金 4,234,934

*2 支払手
数料

　 42,844

未払
金

9,319

*3 諸経費
29,611

　

※ 日常業務に関わる資金の出入りであるため、取引金額の記載を行なっておりません。

 

取引条件及び取引条件の決定方針

*1 当該預金は定期預金1,005,246千円を含んでおり、預け入れ更新日の利率表に基づき、利息を授受しており

ます。残額については、全額当座預金であり、無利息となっております。

*2 当該会社との販売に関する契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。

*3 当該会社とのサービス・レベル・アグリーメントに基づき、予め定められた料率並びに計算方法で計算さ

れた金額を支払っております。

*4 当該預金並びに当該会社との取引内容につきましては、The Hongkong and Shanghai Banking

Corporation, Limitedの東京支店に対するものです。

 

（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権行
使等の被
所有者割
合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の
親会社
を持つ
会社

HSBC Global
Asset
Management
Ltd　

英国
ロンドン

146,275千
ポンド

投資
運用業

なし 事務委託等 事務委託 29,961
 

未払費用
 

 
　16,830

 

同一の
親会社
を持つ
会社

Halbis
Capital
Management (
UK) Ltd

英国
ロンドン

17,800千
ポンド

投資
運用業

なし

 
投資運用
契約

 

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

86,851
 

未払費用
 

 
　　4,261

 

同一の
親会社
を持つ
会社

HSBC Global
Asset
Management
(HK) Ltd　

香港
 

30,000千
香港ドル

投資
運用業

なし

事務委託・
投資運用
　契約、
役員の兼任

事務委託 24,768
 

未払費用
 

 
　 10,888　

 *1 支払投資
運用報酬

13,849

同一の
親会社
を持つ
会社

Halbis
Capital
Management
(HK)Ltd　

香港
5,000千
香港ドル

投資
運用業

なし
投資運用
契約、
役員の兼任

*1 支払投資
　 運用報酬

874,821未払費用 244,962

同一の
親会社
を持つ
会社

Sinopia
Asset
Management
(Asia
Pacific)　Ltd

香港
6,000千
香港ドル

投資
運用業

なし
投資運用　
契約、

役員の兼任

共通発生経費
立替分

 
27,757

 

 
未収収益
 

 
7,748
 

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

635未払費用 -

同一の
親会社
を持つ
会社

Sinopia
Asset
Management
SA

フランス
パリ

3,387千
ユーロ

投資
運用業

なし
投資運用
契約

マネージメン
トフィー

 
1,156
 

 
未収収益
 

 
-
 

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

75,055未払費用 34,993
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同一の
親会社
を持つ
会社

HSBC Bank 
Brasil SA

ブラジル
4,284百万
ブラジル
レアル

銀行業 なし
投資運用
契約

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

872,058未払費用 572,322

取引条件及び取引条件の決定方針

*1 当該会社との投資運用契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。

 

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Limited（非上場）

 

 

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

 

１　関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

 

種類 会社等の名称 所在地
資本金
又は出
資金

事業
の内
容又
は職
業

議決権
行使等
の被所
有者割
合

関連当
事者
との関
係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会
社

The Hongkong　and Shanghai Banking
Corporation, Limited　*4　

香港
22,494百

万
香港ドル

銀行
業

間接
100％

 
資金の
預金・
販売委
託契約
・事務
委託、
役員の
兼任

*1 資金
の預入

※ 預　金 7,132,716

*2 支払
手数料

　101,960

未払
金

80,178
*3 事務
委託

118,080

人件費等 94,650

※ 日常業務に関わる資金の出入りであるため、取引金額の記載を行なっておりません。

 

 

取引条件及び取引条件の決定方針

*1 当該預金は定期預金1,005,246千円を含んでおり、預け入れ更新日の利率表に基づき、利息を授受しており

ます。残額については、全額当座預金であり、無利息となっております。

*2 当該会社との販売に関する契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。

*3 当該会社とのパフォーマンス・レベル・アグリーメントに基づき、予め定められた料率並びに計算方法で

計算された金額を支払っております。

*4 当該預金並びに当該会社との取引内容につきましては、The Hongkong and Shanghai Banking

Corporation, Limitedの東京支店に対するものです。

 

（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
 

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権行
使等の被
所有者割
合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の
親会社
を持つ
会社

HSBC Global
Asset
Management
Ltd　

英国
ロンドン

146,275千
ポンド

投資
運用業

なし 事務委託等 事務委託 46,011
 
未払費用

 

 
　38,148

 

同一の
親会社
を持つ
会社

Halbis
Capital
Management (
UK) Ltd *4

英国
ロンドン

17,800千
ポンド

投資
運用業

なし

 
投資運用
契約

 

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

68,252
 
未払費用

 

 
　　　 -
 

同一の
親会社
を持つ
会社

HSBC Global
Asset
Management
(HK) Ltd　

香港
 

240,000千
香港ドル

投資
運用業

なし
事務委託・
投資運用
　契約

事務委託 27,925
 
未払費用

 

 
　 178,425　

 *1 支払投資
運用報酬

225,313
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同一の
親会社
を持つ
会社

Halbis 
Capital 
Management 
(HK)Ltd　*5

香港
5,000千
香港ドル

投資
運用業

なし
投資運用
契約

*1 支払投資
　 運用報酬

749,164未払費用 40,132

同一の
親会社
を持つ
会社

Sinopia
Asset
Management
(Asia
Pacific)　Ltd
*6

香港
6,000千
香港ドル

投資
運用業

なし
投資運用　
契約

共通発生経費
立替分

 
3,430
 

 
未収収益
 

-

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

4,350未払費用 -

同一の
親会社
を持つ
会社

Sinopia
Asset
Management
SA

フランス
パリ

3,387千
ユーロ

投資
運用業

なし
投資運用
契約

マネジメント
フィー

 
989
 

 
未収収益
 

-

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

65,894未払費用 29,379

同一の
親会社
を持つ
会社

HSBC Bank
Brasil SA

ブラジル
4,824百万
ブラジル
レアル

銀行業 なし
投資運用
契約

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

1,633,381未払費用 505,489

同一の
親会社
を持つ
会社

HSBC Global　
Asset
Management
(UK) Ltd

英国
ロンドン

35,621千
ポンド

投資
運用業

なし
投資運用
契約

 
*1 支払投資
　 運用報酬
 

23,964
 
未払費用
 

4,126

同一の
親会社
を持つ
会社

HSBC
Services
Japan
Limited
*7

バハマ 5千米ドル
サービ
ス業

なし 事務委託

*3 事務委託
 

9,769
  
未払金
 

337,020
人件費・事務
所賃借料等

941,898

同一の
親会社
を持つ
会社

HSBC
Securities (
Japan)
Limited
*8

英国
ロンドン

119百万
ポンド

証券業 なし
販売委託契約
・事務委託、
役員の兼任

*2 支払手数
料

12,598

 
未払金
 

10,849*3 事務委託
 

13,265
 

人件費等 25,751

取引条件及び取引条件の決定方針

*1 当該会社との投資運用契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。

*2 当該会社との販売に関する契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。

*3 当該会社とのパフォーマンス・レベル・アグリーメントに基づき、予め定められた料率並びに計算方法で

計算された金額を支払っております。

*4 Halbis Capital Management (UK) Ltd.は、HSBCグループのブランディング（商標）の統一を目的として、

HSBC Global　Asset Management (UK) Ltd.に、平成23年1月1日付けで統合されました。

*5 Halbis Capital Management (HK)Ltd.は、HSBCグループのブランディング（商標）の統一を目的として、

HSBC Global Asset Management (HK) Ltd.に、平成23年1月1日付けで統合されました。

*6 Sinopia Asset Management (Asia Pacific)　Ltd. は、HSBCグループのブランディング（商標）の統一を目

的として、HSBC Global Asset Management (HK) Ltd.に、平成23年3月1日付けで統合されました。

*7 当該会社との取引内容につきましては、HSBC Services Japan Limitedの東京支店に対するものです。

*8 当該会社との取引内容につきましては、HSBC Securities (Japan) Limited の東京支店に対するものです。
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２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Limited（非上場）

 

（1株当たり情報）
 

前事業年度

自平成21年4月 1日

至平成22年3月31日

当事業年度

自平成22年4月 1日

至平成23年3月31日

1株当たり純資産額 1,629,411.21円1株当たり純資産額 2,687,032.35円

1株当たり当期純利益 367,179.22円1株当たり当期純利益 1,057,621.14円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。
 

 

前事業年度

自平成21年4月 1日

至平成22年3月31日

当事業年度

自平成22年4月 1日

至平成23年3月31日

当期純利益（千円） 1,414,374 2,221,004

普通株主に帰属しない金額（千円） 　　　　　　　 － 　　　　　　　 －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,414,374 2,221,004

普通株式の期中平均株式数（株） 3,852 2,100

 

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

以下は、訂正・更新後のものです。下線部　　　は、訂正部分を示します。

 

＜訂正・更新後＞

（１）受託会社

①　名　　　称：住友信託銀行株式会社
※

②　資本金の額：342,037百万円（平成23年3月末現在）

③　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
※
 住友信託銀行株式会社は、関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で中央三井信託銀

行株式会社および中央三井アセット信託銀行株式会社と合併し、三井住友信託銀行株式会社

に商号を変更する予定です。

 

（参考）再信託受託会社

名　　　称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（平成23年3月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

 

（２）販売会社

名称 資本金の額 事業の内容

いちよし証券株式会社
14,577百万円

（平成23年3月末現在）
 

金融商品取引法に定め
る第一種金融商品取引
業を営んでいます。

株式会社ＳＢＩ証券
47,937百万円

（平成23年3月末現在）
 

髙木証券株式会社
11,069百万円

（平成23年3月末現在）
 

新潟証券株式会社
600百万円

（平成23年3月末現在）
 

むさし証券株式会社
5,000百万円

（平成23年3月末現在）
 

楽天証券株式会社
7,495百万円

（平成23年3月末現在）
 

リテラ・クレア証券株式会社
3,794百万円

（平成23年3月末現在）
 

株式会社ジャパンネット銀行
37,250百万円

（平成23年3月末現在）
 

銀行法に基づき銀行業
を営んでいます。

株式会社三井住友銀行
1,770,996百万円

（平成23年3月末現在）
 

ザ・ホンコン・アンド・シャン
ハイ・バンキング・コーポレイ
ション・リミテッド

224億9,396万8,235香港ドル
125億3,350万米ドル
（平成22年12月末現在）

＊
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* ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金

の額は、自己資本の額です。

 

（３）投資顧問会社（運用委託先）

①　名　　　称：ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッド

②　資本金の額：240百万香港ドル（平成23年3月末現在）

③　事業の内容：香港を拠点として、資産運用業務を行っています。

 

 

２【関係業務の概要】

＜訂正前＞

（１）～（２）（省略）

（３）投資顧問会社（運用委託先）

委託会社より外国為替取引の指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行いま

す。

 

＜訂正後＞

（１）～（２）（省略）

（３）投資顧問会社（運用委託先）

委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行

います。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成23年11月21日

 

 

ＨＳＢＣ投信株式会社

取締役会　御中

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員

公認会計士 　安　藤　通　教　㊞
業　務　執　行　社　員

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

「ファンドの経理状況」に掲げられている「ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式オープン」

の平成23年3月18日から平成23年9月17日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関し

て投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査

手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

財務諸表の作成基準に準拠して、「ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式オープン」の平成23

年9月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成23年3月18日

から平成23年9月17日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

ＨＳＢＣ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

 

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社が別途保管しております。

※ 2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

 
平成23年6月15日

 

ＨＳＢＣ投信株式会社

取締役会　御中

 

 

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員

公認会計士 安　藤　通　教　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

託会社等の経理状況」に掲げられているＨＳＢＣ投信株式会社の平成22年4月1日から平成

23年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主

資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的

な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務

諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため

の合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、ＨＳＢＣ投信株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

 

 

 

 

（注）上記は、当社が独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成22年11月25日

 

 

ＨＳＢＣ投信株式会社

取締役会　御中

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員

公認会計士　安　藤　通　教　㊞
業務執行社員

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

「ファンドの経理状況」に掲げられている「ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式オープン」

の平成22年3月23日から平成22年9月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関し

て投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査

手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

財務諸表の作成基準に準拠して、「ＨＳＢＣ アジア・クオリティ株式オープン」の平成22

年9月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成22年3月23日

から平成22年9月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

ＨＳＢＣ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

※ 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社が別途保管しております。

※ 2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

次へ
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独立監査人の監査報告書
 

平成22年6月21日

ＨＳＢＣ投信株式会社

取締役会　御中

 

 

あ ず さ 監 査 法 人

指 定 社
員

業務執行社員
公認会計士 安　藤　通　教　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

託会社等の経理状況」に掲げられているＨＳＢＣ投信株式会社の平成21年4月1日から平成

22年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主

資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的

な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務

諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため

の合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、ＨＳＢＣ投信株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　　上

 
 

（注）上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社が別途保管しております。
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